
二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

 今回の二宮町国民健康保険税の一部改正につきましては、地方税法施行令の

一部が改正されたことと、租税特別措置法に新たに創設された低未利用土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る適用条項を加えるため、本条

例に必要な改正を行うものです。 

 １つ目としまして、資料の「2.制度の内容」をご覧ください。 

 令和３年１月１日施行の個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除や公

的年金控除から基礎控除へ１０万円の振替等を行うことにより、国民健康保険

税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、被保険者に係

る所得等について所要の見直しを行います。 

 

 「現行」をご覧ください。 

 国民健康保険税は、低所得者に対し世帯の所得と被保険者数に応じて７割、５

割、２割の軽減がありますが、給与所得控除額や公的年金控除額が１０万円引き

下げられることにより、所得が１０万円上がることで、収入が上がっていないの

にもかかわらず軽減が受けられない、または軽減額が下がってしまうなど、意図

せざる影響や不利益が生じることが想定されます。 

 

 「改正後」をご覧ください。 

 以上のような影響や不利益が発生しないよう、軽減判定基準額である基礎控

除額を３３万円から４３万円に引き上げ、また、一定の給与所得者等が２人以上

いる世帯は、基準額に給与所得者等の数から１を引いた数に１０万円をかけた

額を加算します。このことで、収入額に変化がない場合、同様の軽減が受けられ

るよう措置します。 

 

２つ目としては、資料はございませんが、租税特別措置法に新たに創設された低

未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る適用条項を加え

るため、本条例に必要な改正を行うものです。 

この特別控除は、譲渡価格が５００万円以下の低額な一定の未利用土地等を譲

渡した場合に、長期譲渡所得から１００万円を控除するものです。 

このことに伴い、国民健康保険税についても附則の改正を行い、同様の措置をと

るものです。 

 

 最後にこの条例は令和３年１月１日から施行させていただきますが、適用年

度は令和３年度分からとなり、令和２年度分までの国民健康保険税については、

従前の例より課税することとなります。 

 

 説明は以上です。 




